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１．はじめに 

安中市役所の本庁舎は、平成 18(2006)年度に耐震改修促進法に基づき実施した耐震診断

結果から、もし大地震が発生した場合には、耐震強度の不足から建物の倒壊または一部崩壊

が懸念され、大きな被害を受ける可能性が高いと予想されている。そのほか災害時対応や市

民利用への配慮、セキュリティ対策が不十分であるなど、多くの課題を抱えている。 

安中市では、この結果や課題を踏まえ、「庁内事前準備組織」、「安中市庁舎に関わる市民

懇談会」、「市議会」、「安中市役所庁舎・防災拠点センター建設基本計画策定市民会議」にお

いて検討を行い、「市民アンケート調査」、「執務環境現況調査」、「市役所新庁舎建設問題の

精査」を実施しながら、庁舎整備の方向性について検討を進めてきた。 

 この基本構想は、これら検討・調査を経て、現在の庁舎の課題を整理し、新庁舎整備の基

本的な方向性を示すものであり、今後の基本計画、基本設計、実施設計において具体的な個

別事案の検討を行う上での指針とする。 

 

【安中市役所本庁舎図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．現庁舎の現況と課題 

（１）現況 

安中市の本庁舎は、旧庁舎、中庁舎、新庁舎、保健センター、西庁舎の主に５つの建物で

構成されている。旧庁舎は昭和 34(1959）年に建築され 60 年以上経過し、中庁舎は昭和

44(1969）年に建築され 50年以上経過した。また、西庁舎は昭和 39(1964）年に建築された

建物で、この３棟は特に老朽化が進んでいる。なお、保健センターは昭和 61(1986）年、新

庁舎は平成 13(2001）年に建築されている。 

【現庁舎の現況】 

 

旧庁舎 中庁舎 新庁舎 保健ｾﾝﾀｰ 西庁舎

昭和34年

(1959年)

昭和44年

(1969年)

平成13年

(2001年)

昭和61年

(1986年)

昭和39年

(1964年)

平成4年

(1992年)

昭和59年

(1984年)

3階・PH1 3階 3階 3階 2階 2階 3階

2,537 1,073 2,410 918 537 5,657 1,511

762 370 1,228 303 - 1,955 690

竣工

階数

延床面積(㎡)

建築面積(㎡)

本庁舎
松井田庁舎 谷津庁舎
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（２）課題 

①耐震性 

 旧庁舎および中庁舎は旧建築基準法時（昭和 56(1981)年５月 31日以前）に建てられてい

るため、耐震改修促進法に基づき、平成 18（2006）年度に耐震診断を実施した。旧庁舎はＤ

ランクで「本建築物の耐震性能は非常に低く大規模な改修が必要」とされ、中庁舎はＣラン

クで「本建築物の耐震性能は低く補強が必要」と診断された。平成 23(2011)年の東日本大

震災の時は、庁舎の壁に多数の亀裂が生じた。それ以降も耐震性能が確保されていない状態

で使い続けながら、老朽化による各所の不具合に伴う修繕を幾度も繰り返している。もし大

地震が発生した場合には、耐震強度の不足から建物の倒壊または一部崩壊が懸念され、大き

な被害を受ける可能性が高い。 

 

②災害時の対応 

 国土強靱化を進める上では、市庁舎など必要不可欠な行政機能の確保が求められるが、現

在の庁舎は、耐震性能が不足しているため、大地震により激しい衝撃を受けた場合には、倒

壊・崩壊の危険性が高い状況である。平成 28(2016)年の熊本地震の発生時、熊本県内の５

つの市町で本庁舎が被災し、庁舎が封鎖されたり立入禁止となったため、災害対応が遅れる

とともに、行政機能が一時停止した。市庁舎は、被災時には司令塔として機能するべきであ

るが、肝心の庁舎が倒壊すればその機能は果たせず、被災後の市民生活の復興や国からの支

援策への対応にも遅れが生じる可能性がある。 

 

③市民の利用への配慮 

 旧庁舎および中庁舎は、各申請等で市民が一時的に集中すると待合スペースがなく、廊下

を通るのも困難な状況となっている。特に高齢者、障がい者、乳幼児連れの人等に対する配

慮（ユニバーサルデザイン）が十分でなく、使いにくい状況にある。 

 また、１つの窓口・フロアで手続きが済む等、行政サービス窓口の利便性が高いことや、

プライバシーに配慮した窓口、相談スペース等が求められているが、不十分な状況であると

いえる。 

 

④セキュリティ上の問題 

 市民の個人情報や行政文書等は庁舎内の職員の執務スペースに保管されている。現在の

庁舎はセキュリティ意識が高くない時代に建設されたものであるため、情報資産の十分な

保護のための対策に苦慮している状況である。 

 また、市役所で取り扱う情報はサーバーに保存されているものが多くある。庁舎の損壊等

によりサーバーの破損が起これば、データを利用する行政サービスの提供に支障をきたす

危険性もある。 
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⑤その他 

・老朽化対応が必要なことや省エネ機能がないことにより、庁舎の維持管理コストが増大し

ている。 

・執務スペースが狭く、会議室、書庫等が不足している。 

・議会の傍聴環境がユニバーサルデザインに対応していないなど、機能的な議場となってい

ない。 

・現在の駐車場スペースでは、大人数での庁舎利用時の駐車に対応しきれない場合があり、

災害時等での緊急車両の配置や受入れに対しても十分ではない。 

 

 

３．検討の経緯 

（１）耐震診断の実施 

平成 18(2006)年度から 19(2007)年度にかけて、耐震改修促進法に基づき、昭和 56(1981)

年５月 31 日以前の旧耐震基準で建設された行政施設 7 か所および学校施設 18 校の耐震診

断が実施され、本庁旧庁舎と中庁舎について（財）群馬県建設技術センターより判定結果が

通知された。 

 

[判定結果] 旧庁舎：本建築物の耐震性能は非常に低く、大規模な改修が必要（Ｄランク） 

中庁舎：本建築物の耐震性能は低く、補強が必要（Ｃランク） 

 

 

（２）庁内事前準備組織における検討 

平成 27(2015)年５月から庁内事前準備組織において検討会議を実施、以後平成 29(2017)

年６月まで８回の会議を開催した。同組織では、埼玉県北本市、茨城県稲敷市、長野県小諸

市を視察し、新しい庁舎建設に向けた知識や考え方を得て、平成 29年９月に「庁舎建替に

関する報告書」を市に提出した。 

 

（３）安中市庁舎に関わる市民懇談会における検討 

令和２(2020)年３月、安中市庁舎の今後の方向性について有識者や市民の意見・提案を求

めるため、公募委員５名を含め、市内の各種団体や学識経験者等 18名で構成する「安中市

庁舎に関わる市民懇談会」を立ち上げた。以後令和２年 10月まで５回の会議を開催し、令

和２年 11月に「安中市庁舎に関わる提言書」を市に提出した。 

（参考資料１「安中市庁舎に関わる提言書全体像」Ｐ17・18記載） 
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（４）市民アンケート調査の実施 

安中市庁舎の今後の方向性について、より多くの市民の意見を聴くため、令和３(2021)年

４月５日から４月 30 日までの期間、住民基本台帳から無作為抽出した 16 歳以上の市民

4,000 人に対し、郵送による市民アンケート調査を実施した。1,940 人から回答が得られ、

回収率は 48.5％であった。 

（参考資料２「市民アンケート調査結果概要（抜粋）」Ｐ19・20記載） 

 

（５）市議会における検討 

市議会では、令和元(2019)年 12月に庁舎建設等特別委員会を立ち上げ、以後令和３年８

月まで 22回の会議を開催し、令和３年３月に中間報告、９月に最終報告を行った。その後、

「新庁舎建設等に関する要望書」を市に提出した。 

（参考資料３「新庁舎建設等に関する要望書」P21～24記載） 

 

（６）執務環境現況調査の実施 

 令和３年 12月から令和４(2022)年４月まで、新庁舎等の適正規模の算出と市民窓口サー

ビスや執務空間の検討を目的に、現在の執務室の使用状況や業務内容等の調査・分析、職員

視点での庁舎建設に向けた提言をまとめた。 

（参考資料４「執務環境現況調査報告書（概要版）」P25・26記載） 

（参考資料５「新しい庁舎でのあるべき姿５カ条」P27～31記載） 

 

（７）安中市役所庁舎・防災拠点センター建設基本計画策定市民会議における検討 

 令和４年２月に、有識者や市民の意見・提案を求めるため、公募委員３名を含め、市内の

各種団体や学識経験者等 18名で構成する市民会議を立ち上げ、基本計画策定に向けた検討

を行った。 

 

（８）市役所新庁舎建設問題の精査の実施 

 令和４年４月から６月まで、市長公約に掲げた新庁舎建設問題の項目について重点的に

精査し、現庁舎が抱える課題の再整理と対応策を再検討した。 

（参考資料６「市役所新庁舎建設問題の精査に関する報告書（抜粋）」P32～38記載） 
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４．新庁舎建設の必要性 

 前述の「２．現庁舎の現況と課題」のとおり、現在の旧庁舎および中庁舎は、耐震診断の

結果によれば、大地震が来たときには機能しなくなる可能性が高く、来庁者、職員の安全確

保のために早急な対応が必要である。仮に耐震補強する場合の改修費用は、資材の高騰等を

考慮すると３億円以上の見込みとなる。その他仮設庁舎に係る費用や２回の引越し経費を

含めると、総額で８億円を超える試算となったが、コンクリートの経年劣化や設備の老朽化

を踏まえると、いずれにしても遅かれ早かれ取り壊し、建て替えることとなる。また、市民

アンケート調査の結果からすると、旧庁舎・中庁舎は耐震補強ではなく建て替えるのが良い

とする回答が圧倒的多数であり、安中市庁舎に関わる市民懇談会からの提言書および安中

市議会からの要望書においても、建替えを求めている。 

これらのことから、旧庁舎、中庁舎を耐震補強するよりも費用対効果でのメリットが大き

いと判断でき、市民からもご理解の声を多く得られたため、新庁舎を建設することとする。 

 

５．建設場所と建設規模 

（１）建設場所 

新庁舎の建設場所は、市民の利便性、交通の事情、他の官公署との関係等について考慮さ

れ、まちづくりの拠点にふさわしい立地、計画の実現性等を踏まえて考える必要がある。 

 安中市庁舎に関わる市民懇談会が提出した「安中市庁舎に関わる提言書」では、現在地、

旧安中高校跡地、その他の場所が候補場所として提案された。市民アンケート調査の結果で

は、具体的に建設場所として相応しい場所としては、現在地が全体の 43.4%（1位）、旧安中

高校跡地が全体の 40.5%（2位）と拮抗する結果となり、現在の旧庁舎・中庁舎の耐震補強

は全体の 3.9％、その他の場所は全体の 3.0％にとどまった。また、安中市議会・庁舎建設

等特別委員会からの「新庁舎建設等に関する要望書」では、建設場所について「旧安中高校

跡地が最も適している」と提起された。 

 その一方で、市では、現在地と旧安中高校跡地、その他の場所それぞれで建設する場合に

考えられるメリット・デメリットを比較し課題を整理した（詳細は、参考資料６「市役所新

庁舎建設問題の精査に関する報告書（抜粋）」P34・35に記載）。 

 

 

 

 

 

 

 

「スケジュール面」は用途地域・埋蔵文化財包蔵地における法令制限や工事に係る諸条件・合併特例債の活用につい

て、「経済面」は工事に要する費用や付随する費用、基金や起債などの財源について、「機能面」は駐車場や市役所

の機能について、「まちづくりの面」は立地条件や周辺地域の状況による将来性について、主に比較した。 
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現在地 

①現在地の大きなメリットである事業費の圧縮のためには、旧庁舎、中庁舎のみを建て替

えることが前提となる。その場合の配置レイアウトは、「ア 現在の駐車場の位置に建

設」、「イ 現庁舎を取り壊し、現庁舎の位置に建て替え」のいずれかが考えられる。た

だし、アは建設後の敷地内が雑然とし利便性が格段に低下し、イは仮設庁舎の建設と２

回の引越しが必要で仮設時の利便性の低下と費用がかかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 アの配置イメージ 】        【 イの配置イメージ 】 

 

②用途地域が第１種住居地域であるため、新庁舎建設に当たり用途変更しない場合は、建

築できる面積に制限があり、新庁舎建設による市民の利便性は向上しない。その一方、

用途変更する場合は、手続に時間を要するため、合併特例債の期限には間に合わず、市

の財政負担を大きく減らす有利な起債の活用を目指すことはできない。 

 

 

旧安中高校跡地 

①改訂前の基本構想にあった防災拠点センターの併設は、事業費が多くかかり、市の財政

を圧迫するおそれがある。そのため、防災拠点センター構想の見直しや配置部署の再検

討等を行うことで、庁舎のコンパクト化を図り、事業費を圧縮することが必要である。 

②体育館、格技場については、防災拠点センター構想では必要スペース確保のため解体が

必要となるが、現在、市民スポーツの場として使用しており、地域の避難所としても指

定されている。一部老朽化はみられるものの、まだ十分に使用可能な状態であるため、

解体せずに引き続き活用することが望ましい。 

③建設規模を最小限に抑えるとともに、合併特例債を活用することにより、市の財政負担

の軽減を図ることは可能だが、スケジュールに余裕はない。 

④近接する谷津庁舎と連携し、庁舎機能の充実化を図ることができる。 
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その他の場所 

①建設候補地の選定から始めるため、長期的な計画となるが、人口減少対策・移住定住促

進策に寄与するまちづくりが可能である。 

②建設まで長期間にわたるため、合併特例債の期限に間に合わせることは困難で、更に旧

庁舎、中庁舎の耐震補強が必要となるが、耐震改修にかかる経費は総額８億円を超える

と予想される。 

 

 

・・・・・・・・ 

 

新庁舎の建設場所を決定するには、市民や市議会議員一人一人の意見を尊重しながら、そ

れぞれの候補場所のメリット・デメリットの比較に基づき、総合的に判断する必要がある。  

その中で、新庁舎建設をきっかけとして、現庁舎が抱える課題を解決し市民の利便性の向

上につなげ、安中市全体を停滞させず新しいまちづくりが前進できることと、可能な限り財

政負担の軽減を図ることのバランスがとれる場所が建設場所として相応しいと考えられる。 

 

以上のことから「旧安中高校跡地」を新庁舎の建設場所とする。現在地は、西毛広域幹線

道路*1に接している立地を活かし、賑わい創出の場としての整備を図ることとする。 

 

   *1西毛広域幹線道路：主要県道での事業期間は平成 28(2016）年度から令和 11(2029）年度まで。交通量が

5,039台/日（平成 27（2015）年の交通量）から 8,800台/日（令和 12（2030）年）に増加すると予想されて

いる（群馬県県土整備部作成 よくわかる公共事業「令和 2年度西毛広域幹線道路（安中富岡工区）バイパス

整備事業」より）。 
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【旧安中高校跡地について】 

（現在地、谷津庁舎、西毛広域幹線道路との位置関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積        ：約 12,700㎡（仮） 

（北側テニスコート敷地 ：約 2,940㎡ および 

安中体育館・格技場敷地：約 4,240㎡ を除く。） 

所在地番        ：群馬県安中市安中二丁目 2926番１ 

用途地域        ：第２種住居地域 

建ぺい率        ：60％ 

容積率         ：200％ 

前面道路による容積率制限：0.4 

高さ制限        ：（道路斜線制限）∠1.25 （隣地斜線制限）20m ＋ ∠1.25 

日影による高さ制限   ：（対象建築物）最高高さ＞10m 

（基準）平均地盤面＋４ｍ ５時間・３時間 

土砂災害特別警戒区域  ：区域外 

  

現在地 

西毛広幹道 

旧安中高校跡地（建設場所） 

谷津庁舎 
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（２）建設規模 

現庁舎の家具什器類や文書量、執務室、倉庫、会議室の使用状況や市民窓口の利用状況、

来庁者の動線の現状などの執務環境現況調査を実施した結果、新庁舎の適正な建設規模は、

延床面積で約 9,000㎡と算出された。 

この建設規模は、松井田庁舎にある産業環境部や教育委員会、クリーンセンターにある環

境政策課を含めた職員の事務執行を主とした、いわゆる「庁舎機能部分」を新庁舎に集約し、

防災学習スペースや多目的スペース等を追加する前提で算出したものである。 

この面積を基本としながらも、庁舎としての機能性や快適性を損なわないよう配慮しつ

つ、防災学習スペースや多目的スペース等を設けないこととするほか、あらゆる創意工夫を

尽くし、約１割削減となる「延床面積 8,000㎡以下」の極力コンパクトな庁舎を目指し、可

能な限り事業費を抑える。 

また、一般的には高層化すると共用スペースが増加するなど建設費の単価が高額となる

ため、建設費のコストダウン、市民・職員の使いやすさ（階段を少なくする）、オープンフ

ロアオフィスの整備のしやすさの点から低層構造の新庁舎とする。 

 

 

６．方向性と機能 

市民アンケート調査結果や、懇談会の提言、市議会の要望、市民会議の意見では、市役所

庁舎に求める役割や機能、留意点として、①ＩＣＴの活用など十分な検証に基づき適正な建

設規模とし建設費や維持管理費を抑えるなど、将来の財政負担が軽減されること、②行政サ

ービス窓口の利便性が高く、駐車場の数や交通アクセスを含め、誰にとっても利用しやすい

こと、③既存庁舎での行政サービスの維持や新たな部署配置などの効率的な有効活用を図

ること、④災害発生時の対応に必要な機能を確保することなどを求めている。 

 これら市民の声等を尊重し、市における精査を踏まえた結果、機能的でありながらも、可

能な限り建設費を抑えられるシンプルでコンパクトな建設規模や構造を採用し、将来の財

政負担を減らすことを最優先としつつ、環境に配慮し、既存庁舎も活かした、新しいまちづ

くりの核となる新庁舎の建設を目指すこととする。 

 

 

大きな方向性 

  既存庁舎を活かした機能的で「シンプル・コンパクト」なＳＤＧｓ型庁舎 
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方向性① 将来の財政負担の軽減が図れるシンプルでコンパクトな庁舎 

 

機 能 ・市民利用スペースや利便施設は最小限の規模とし、庁舎機能をメインに備えたシ

ンプルな庁舎とする。 

・既存庁舎の有効活用を進めることで、新庁舎の建設規模や事業費の圧縮が図れる

ようにする。 

・具体的には、谷津庁舎の２階の一部を執務室として活用し、執務環境現況調査結

果等を考慮し、適切な部署の配置を検討する。 

・松井田庁舎は今後も支所機能を維持するほか、それに加え、地域性に合った部署

の配置も検討する。 

・谷津庁舎、松井田庁舎のほか、他の市有施設の空きスペースにも、適切な部署配

置や倉庫スペースの確保を検討し、いずれも今後の設計段階で詳細を検討する。 

・ＩＣＴの活用や働き方改革、文書量削減などを推進することにより、市民や職員

にとっての利便性や情報セキュリティを高めつつ、建設規模の圧縮が図れるよ

うにする。 

・将来的に職員や来庁者の減少等により空きスペースが生じた際には、老朽化する

施設に配置している部署の新庁舎への移転等を順次検討し、市全体の公共施設

のコンパクト化につなげる。 

・設備面の維持管理において、職員でも維持管理がしやすい設計とし、ライフサイ

クルコストの低減を図る。 

 

 

方向性② 使いやすい（バリアフリーやユニバーサルデザイン）・わかりやすい（駐車場からの動線

や部署配置をわかりやすくする）・動かしやすい（オープンフロアオフィス）庁舎 

 

機 能 ・高齢者、障がい者、乳幼児連れの人等の歩きやすさや使いやすさを意識する。 

・窓口は、感染症対策やプライバシー保護としてのパーティションを設置し、窓口

以外の個別相談スペースを設ける。 

・駐車場は、災害時対応を含めた十分な広さを想定する。また、高齢者、障がい者

等のことを考慮して思いやり駐車場を設置するほか、１台ごとの駐車スペース

を広めに確保する。 

・議場については、議場の雰囲気が明るく開放的で、気軽に足を運べるような動線

とし、議場を使用しない時期については、市民がホール等として活用できるよう

な設計を検討する。 

・市民が来庁する際の駐車場から利用する部署・窓口までの動線をわかりやすいも

のとする。 
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・車、バス、自転車、徒歩等いずれの交通手段を使っても来庁しやすい動線や交通

安全を確保し、交通渋滞の抑制にも配慮する。 

・窓口、部署、会議室、トイレ等がどこにあるかがわかりやすい案内物（点字、外

国語など）を充実させる。 

・壁で区切る部屋で構成されるのではなく、遠くまで見渡せる「オープンフロアオ

フィス」としつつ、パーティションによって簡易に間仕切りを設けられるように

するなど、人口減少に伴う職員数変動や組織改編に柔軟に対応できる形態とす

ることで、状況に応じた使用ができるような設えとする。 

 

 

方向性③ 人と環境にやさしいＳＤＧｓ型庁舎 

 

機 能 ・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の理念や脱炭素に配慮した庁舎とする。 

・太陽光発電や蓄電池、バイオマス・太陽熱給湯、地中熱空調、雨水貯留槽などの

再生可能エネルギーを活用したシステムの設置をコストと効果を十分に検証し

ながら検討し、先進型のスマートエネルギーを取り入れた庁舎とする。 

・計画から建設、運用、廃棄に至るまでの建物のライフサイクルコストを通じた環

境負荷の低減に配慮した環境配慮型庁舎とする。 

・安中市の気候風土を踏まえつつ、自然採光や自然換気を取り入れ、電力消費を抑

制しながら、感染症対策にもつながる、明るく快適な環境を整える。 

・建物内装材には群馬県産木材を採用するなど、来庁者が自然の温もりを感じリラ

ックスして過ごせるやさしい空間づくりを行う。 

・屋上緑化、断熱材・断熱ガラスや庇の設置を検討し、夏場の強い日射や熱負荷を

制限するなど、建物内部の空調効率を高める。 

・費用対効果を比較検討しながら、ZEB*2や CASBEE*3の認証取得を目指す。 

 

 

*2建物の室内環境の質を維持しながら、省エネルギー化や再生可能エネルギーの活用による創エネルギーを

通じて、年間の一次エネルギー消費量の収支を正味でゼロにすることを目指した建築物を ZEB(ネット・

ゼロ・エネルギー・ビル：ゼブ)といい、取組の程度に応じ４段階の評価基準がある。 

*3 CASBEE(キャスビー)は、建築環境総合性能評価システムで、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の

使用といった環境配慮や、室内の快適性や景観配慮なども含む建物の品質を総合的に評価する指標である。 
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方向性④ 既存庁舎を活かした新しいまちづくりの核となる庁舎 

 

機 能 ・新庁舎は、市民に永く愛されるような趣とし、旧安中藩武家長屋、安中教会など

旧中山道安中宿との景観の調和に配慮しながら、旧安中高校の面影と文教のま

ちの歴史・記憶の継承を促す。 

・新しいまちづくりに寄与するよう安中体育館および格技場は今後も体育館、格技

場として活用しながら、新庁舎の機能との相乗効果が得られるような動線等を

考慮することで、市民の利便性向上を図り、安中商店街の活性化を目指す。また、

引き続き災害時の避難所として活用することとし、防災機能の確保を図る。 

・現在の本庁舎は、今後、前面に西毛広域幹線道路が整備される予定で、交通量

が増えると予想されるため、集客施設の立地として相応しい場所になる。建物

の一部を引き続き活用し、近隣商業施設との相乗効果を図った商業施設のモー

ル化など、敷地内に賑わいを創出できる施設としての整備を図る。 

・松井田庁舎は、今後も支所機能を維持する。また、様々な視点から活用方法を検

討し、空きスペースが発生する場合には、子育て支援や市民活動に活用できる施

設の整備、テレワーク・サテライトオフィス等の誘致を進め、松井田地域や周辺

商店街の活性化を図る。 

・新庁舎には、災害対策本部の配置スペースを確保し、司令塔として情報集約（被

災状況や援助が必要な箇所の把握等）と情報発信（市民への正しい情報の提供等）

を国・県などの関係機関と現場連携を図りながら災害に強いまちづくりを行う。

なお、平時は会議室としての利用を想定し、市民が利用可能なスペースとしての

有効活用も検討する。 

・再生可能エネルギー等の活用も含め、非常用電源を十分に確保し、災害時での事

業継続が図れるように整備する。 
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７．財源 

財源は、基金・地方債・一般財源で賄う。具体的には、庁舎建設基金や地域振興基金を活

用し、有利な起債である合併特例債*4 や緊急防災・減災事業債*5 の活用を可能な限り目指

し、市の財政負担の軽減を図る。 

ただし、現在、建設資材等の不足や調達遅延による工期の延長が各地で生じていることや、

入札の不調等で、スケジュールがずれ込んだ場合には、現状のスケジュールでは合併特例債

や緊急防災・減災事業債の期限に間に合うとは断言できない。仮に期限に間に合わなかった

場合は、他の起債（一般単独事業債）で財源を賄うことが考えられるが、国に対し合併特例

債の発行期限の延長を求めている。 

このほか、近年の建設物価の上昇を鑑みると、建設コストは３年後には少なくとも現在の

８％程度の単価上昇を見込む必要があるほか、働き方改革や国際情勢等による影響（合わせ

て６％程度）も考えられる。今後も動向を注視し、全体事業費の増加の程度を見極めながら、

財源構成や比率については、随時精査していく。 

 

*4 合併市町村が新市建設計画に基づいて行う事業に要する経費について、その財源として借り入れることができる

地方債で、対象経費の９５％に充当でき、その元利償還金の７０％が地方交付税により措置される。 

*5大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設（災害対策本部員室、災害対策本部事務局室（オペレーション

ルーム）、一時待避所、物資集積所等）の整備に要する経費について、その財源として借り入れることができる地方

債で、対象経費の１００％に充当でき、その元利償還金の７０％が地方交付税により措置される。 

 

 

 

 

８．スケジュールの想定 

 

令和３年 11月～令和３(2021)年 12月  業者選定（基本計画策定・基本設計・実施設計） 

令和３年 12月～令和４(2022)年 ４月  執務環境調査 

令和４年 １月～令和５(2023)年 ３月  基本計画策定・基本設計 

令和５年 ５月～令和５年 10月     文化財発掘調査 

令和５年 ４月～令和６(2024)年 ２月   実施設計 

令和５年 11月～令和６年 ５月       旧安中高校校舎の解体工事 

令和６年 ３月～令和６年 ６月        業者選定（庁舎建設工事） 

令和６年 ７月～令和８(2026)年 ３月    庁舎建設工事 

令和８年 ４月～令和８年 ５月        移転作業 

 

*並行して、随時市民説明会等を開催し、市民から意見を伺う場を設定する。 

以上 
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・安中市役所の本庁舎は、平成18(2006)年度に耐震改修促進法に基づき実施した耐震診断結果から、
もし大地震が発生した場合には、耐震強度の不足から建物の倒壊または一部崩壊が懸念され、大き
な被害を受ける可能性が高い。そのほか災害時対応や市民利用への配慮、セキュリティ対策が不十
分であるなど、多くの課題を抱えている。

・耐震診断結果や現庁舎が抱える課題を踏まえ、「庁内事前準備組織」、「安中市庁舎に関わる市民
懇談会」、「市議会」、「安中市役所庁舎・防災拠点センター建設基本計画策定市民会議」において検
討を行い、「市民アンケート調査」、「執務環境現況調査」、「市役所新庁舎建設問題の精査」を実施し
ながら、庁舎整備の方向性について検討を進めてきた。

整備背景・経過

・新庁舎の建設場所は、市民の利便性、交通の事情、他の官公署との関係等について考慮され、ま
ちづくりの拠点にふさわしい立地、計画の実現性等を踏まえて考える必要がある。
・新庁舎の建設場所を決定するには、市民や市議会議員一人一人の意見を尊重しながら、それぞれ
の候補場所のメリット・デメリットの比較に基づき、総合的に判断する必要がある。
・新庁舎建設をきっかけとして、現庁舎が抱える課題を解決し市民の利便性の向上につなげ、安中市
全体を停滞させず新しいまちづくりが前進できることと、可能な限り財政負担の軽減を図ることのバラ
ンスがとれる場所が建設場所として相応しい。

「旧安中高校跡地」を新庁舎の建設場所とする。
現在地は、西毛広幹道に接している立地を活かし、賑わい創出の場としての整備を図ることとする。

総合的に判断

●現在地
・最小限の建設規模とする前提では、配置案によって建設後の敷地内が雑然とする場合や、仮設庁
舎の建設と２回の引越しで仮設時の利便性の低下と費用がかかる場合がある。
・用途地域を変更しない場合は、建設できる面積に制限があるため、新庁舎建設による市民の利便
性は向上せず、変更する場合は、有利な借金である合併特例債の期限には間に合わない。

●旧安高跡地
・防災拠点センターの併設は、事業費が多くかかり、市の財政を圧迫するおそれがある。
・近接する谷津庁舎と体育館、格技場を解体せず、連携することで庁舎機能の充実化、市民利便性
の向上が図れる。
・建設規模を最小限に抑えるとともに、合併特例債を活用することにより、市の財政負担の軽減が目
指せる。

●その他の場所
・長期的な計画となるが、人口減少対策・移住定住促進策に寄与するまちづくりが可能。
・合併特例債の期限に間に合わせることは困難で、旧庁舎、中庁舎の耐震補強の経費は総額８億
円を超えると予想される。

建設場所

建設候補地の比較

・耐震補強する場合の改修費用は、資材の高騰等を考慮すると３億円以上の見込みとなる。その他
仮設庁舎に係る費用や２回の引越し経費を含めると、総額で８億円を超える試算となる。
・コンクリートの経年劣化や設備の老朽化を踏まえると、いずれにしても遅かれ早かれ取り壊し、建て
替えることとなる。
・市民アンケート調査の結果からすると、旧庁舎・中庁舎は耐震補強ではなく建て替えるのが良いと
する回答が圧倒的多数であり、安中市庁舎に関わる市民懇談会からの提言書および安中市議会か
らの要望書においても、建替えを求めている。

旧庁舎、中庁舎を耐震補強するよりも費用対効果でのメリットが大きいと判断でき、市民からもご理解
の声を多く得られたため、新庁舎を建設することとする。

建設の必要性

○安中市新庁舎建設基本構想（改訂版）の概要

…
…
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既存庁舎を活かした機能的で
「シンプル・コンパクト」なSDGｓ型庁舎

大きな方向性

方向性 1

●庁舎機能をメインに備えたシンプルな庁舎
●既存庁舎の有効活用（谷津庁舎の２階の一部や松井田庁舎に地域性に合った部署配置、他の市有施設の
空きスペース活用の検討）を進めることで、新庁舎の建設規模や事業費の圧縮
●ＩＣＴの活用や働き方改革、文書量削減などの推進
●空きスペースが生じた際は、他の施設の移転等を検討し、市全体の公共施設のコンパクト化
●ライフサイクルコストの低減

使いやすい（バリアフリーやユニバーサルデザイン）・わかりやすい（駐車場からの
動線や部署配置をわかりやすくする）・動かしやすい（オープンフロアオフィス）庁舎

方向性 2

●高齢者、障がい者、乳幼児連れの人等が歩きやすい空間
●窓口以外の個別相談スペースの設置等によるプライバシー保護
●思いやり駐車場や広い駐車スペース
●利用部署・窓口までのわかりやすい動線
●明るく開放的な議場
※使用しない時期については、市民がホール等として活用
●交通手段ごとの動線や交通安全の確保、交通渋滞の抑制に配慮
●わかりやすい庁内案内（点字、外国語対応など）
●壁で区切らず、遠くまで見渡せる「オープンフロアオフィス」とし、パーティションによって簡易に間仕切りを設けら
れるようにするなど、状況に応じた使用が可能

人と環境にやさしいＳＤＧｓ型庁舎
方向性 3

●ＳＤＧｓ、脱炭素への配慮
●太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入など、先進型のスマートエネルギー庁舎の検討
●ライフサイクルコストを通じた環境負荷の低減に配慮した庁舎
●自然採光や自然換気を取り入れた電力消費抑制、感染症対策、明るく快適な環境
●県産木材を採用するなど自然の温もりを感じリラックスして過ごせる空間
●屋上緑化、庇の設置等を検討し、建物内部の空調効率向上
●ZEB やCASBEEの認証取得を目標

既存庁舎を活かした新しいまちづくりの核となる庁舎

方向性 4

●周辺の景観との調和、文教のまちの歴史・記憶の継承を促す新庁舎
●安中体育館・格技場は、新庁舎の機能との相乗効果を考慮し、市民の利便性向上、安中商店街の活性化
を目標
●現在地は近隣商業施設と相乗効果が図れる、敷地内に賑わいを創出できる施設として整備
●災害対策本部の配置スペースを確保し、災害に強いまちづくり
※平時は会議室、市民利用可能なスペースとしての有効活用も検討
●非常用電源の十分な確保による災害時での事業継続

・執務環境現況調査の結果、新庁舎の適正な建設規模は、延床面積で約9,000㎡と算出された。
・この面積を基本としながらも、庁舎としての機能性や快適性を損なわないよう配慮しつつ、あらゆる
創意工夫を尽くし、約１割削減となる「延床面積8,000㎡以下」の極力コンパクトな庁舎を目指し、可能
な限り事業費を抑える。

建設規模
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■ 安中市庁舎に関わる提言書全体像             参考資料１ 

（安中市庁舎に関わる市民懇談会提出）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安中市庁舎に関わる市民懇談会が提言する 

庁舎整備の方向性・機能・役割・立地（全体像） 
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■ 市民アンケート調査結果概要（抜粋）            参考資料２  

１ 調査の方法 

 

 

 

 

２ 調査の回収結果 

 

 

 

３ アンケート調査項目（全 15問） 

(１) 回答者の属性 

① 年代、②職業、③居住地区、④市での居住年数 

(２) 市役所庁舎に来庁したときのこと 

   ① 過去１年間の来庁回数、②交通手段、③用件、④困ったこと、⑤良かったこと 

（３） 庁舎整備の考え方 

① 求める機能や役割、②あるとよい付帯施設(機能)、③建設場所として重視するこ

と、④ 庁舎整備の考え（建替え(３か所)、耐震補強ほか）、⑤旧安中高校跡地の利

活用方法(一部の回答者のみ)、⑥現在の本庁舎の場所の利活用方法(一部の回答者

のみ) 

 

４ 主な回答結果 （回答数の多い順に並び替え（括弧内は回答数）） 

・問６  あなたが、市役所庁舎に求める役割や機能として重要視することは何ですか？（該当全て選択 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送付数 回収数 回収率

4,000件 1,940 48.5%

 調査対象

 調査方法

 調査期間

 住民基本台帳から無作為抽出した満16歳以上（令和3年3月25日時点）の

 市民4,000人　　（参考：令和3年3月31日時点 市人口 56,429人）

 郵送による調査票の配布・回収

 令和3年4月5日から同月30日まで
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・問７  市役所庁舎に、「一緒にあるとよい施設(機能)」があれば選んでください。（該当全て選択 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・問８ 新たに庁舎を建て替える場合、「建設場所」として重視することは何ですか？（該当全て選択 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・問９  市民懇談会の提言書においては、「耐震性や利便性等の観点から、少なくとも旧庁舎・中庁舎

は取り壊すことがふさわしい」とされていますが、どのような庁舎整備が良いと思いますか？ 

（１つ選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

新庁舎建設等に関する要望書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年９月１日 

安中市議会 

庁舎建設等特別委員会 
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 ■はじめに 

 

現本庁舎の旧庁舎は竣工から 60年が経過、中庁舎は 50年が経過しており、老朽化や

耐震の問題を抱えています。今後、大規模な地震が発生した場合に倒壊する危険性が非常

に高いことから、災害発生時における防災拠点として業務継続性の確保、市民の生命・財

産を守るため、本市の拠点としてふさわしい新庁舎整備が求められています。 

安中市議会では、これらの諸課題に対応した新庁舎建設に関する審査や調査を行い、そ

の建設促進に寄与することを目的に、令和元年第 4 回定例会において庁舎建設等特別委

員会を設置し、市庁舎の建設に関する調査・検討を進めてきました。 

コロナ禍で他市への先進地視察などが抑制される中、さまざまな角度から調査研究を重

ね、本年 3月には、中間報告を取りまとめました。 

今回、本委員会として、「新庁舎の必要性」「新庁舎の建設位置」「新庁舎の建設手法と財

源」「既存施設の活用」「新庁舎の規模と機能」の５つの視点から考え方を取りまとめました

ので、今後の新庁舎整備事業への反映及び推進を強く求め、ここに要望いたします。 

執行部におかれましては、本要望に示す事項について十分留意し、新庁舎整備事業に取

り組まれることを期待します。 

 

 

令和 3年 9月 1日 

 

 

安中市議会 

議 長  吉 岡 完 司 

 

                                 庁舎建設等特別委員会 

                                 委員長  田 中 伸 一 
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１．新庁舎の必要性について 

  現在の本庁旧庁舎及び中庁舎は、老朽化に加え耐震に著しい問題があり、市民の

安全安心を守るための防災、減災に対応する機能などを兼ね備えた市庁舎の建設を

早急に進めること。 

 

２．新庁舎の建設位置について 

行政にとって最も大切なのは、市民の生命と財産の安全を確保することであり、

市民の皆さんに対する日々の行政サービスを担う拠点であることはもちろん、特に

災害が発生した場合にも対応可能な体制基盤を確保する対策が必要であると考えれ

ば、下段に示す理由から、旧安中高校跡地が最も適していると提起するものである。 

（１）現庁舎から至近距離にあり、市民への影響が少なく、業務を続けながら建設、 

引っ越しが一度で済む。 

 （２）仮設庁舎が不要である。 

 （３）早期に建設が進められる場所である。 

 （４）今後、購入する土地ではなく、現在安中市の財産である場所である。 

 （５）用途地域が第２種住居地域の場所である。 

 

３．新庁舎の建設手法と財源について 

社会経済活動情勢を直視し、将来を見据え、ＰＦＩ・ＰＰＰ等の民間活力導入も

視野に入れながら、財源確保のためのあらゆる可能性を熟考し、建設費用が過度の

将来負担とならぬよう十分留意すべきである。 

 

４．既存施設の活用について 

既存施設とは現本庁舎、松井田庁舎、谷津庁舎とし、活用方法を検証した結果は 

 次のとおりである。 

（１）現本庁舎のうち、旧庁舎、中庁舎は取り壊し、新庁舎と保健センターは効率 

的に活用すべきである。 

（２）松井田庁舎は行政サービスの低下が起こらないよう支所機能として残すもの 

とする。 

（３）谷津庁舎は、耐震性に問題がなければ行政庁舎として部署の入れ替えも十分 

検討し活用すること。 

 

５．新庁舎の規模及び機能について 

(１)新庁舎の規模について 

既存の施設を活用することを前提に、将来的な人口減少社会の到来や生産性向 

上による働き方等の行財政改革、ＩＣＴを活用した新しい生活様式などの視点か 
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ら十分な検証を行い、本庁舎に集約すべき機能及び当該機能を果たす上で必要な 

職員数を検討し、適正な規模とすること。 

 

(２)新庁舎の機能について 

  機能については、以下の点に配慮すべきである。 

①市民の利便性について 

②職場環境について 

③駐車場について 

④地域連携や市民交流について 

⑤防災機能・被災時対応機能について 

⑥情報やセキュリティーについて 

⑦環境面について 

⑧議会施設について 

   ※各項目の詳細は「庁舎建設等特別委員会報告書」を参考とされたい。 

 

◇まとめ 

執行部におかれましては、本報告の趣旨を十分踏まえ新庁舎の建設を着実に推進さ

れるよう、ここに強く要請するものです。なお、この報告をもって、新市庁舎の「建

設促進」に寄与することを目的とした本委員会の任務は終了しますが、議会としては

新庁舎の完成、さらには市民サービス利用開始まで、引き続き市が進める基本計画、

基本設計や実施計画等の点検や検証等を積極的に行っていくことを申し添えます。 

 

※参考資料 

 『庁舎建設等特別委員会報告書』 
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文
書
量
を
表
す
単
位
。

A
4
サ
イ
ズ
の
用
紙
を
1
m
積
上
げ
た
量
を
1
fm
と
い
ま
す
。

各
課
で
所
有
し
て
い
る
専
有
諸
室

を
確
認
、
面
積
を
集
計
し
ま
し
た
。

諸
室
の
ほ
と
ん
ど
は
倉
庫
、
書
庫
、
相
談
対
応
ス
ペ
ー
ス
で
し
た
。

そ
の
他
に
議
会
や
防
災
関
連
等
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
認
し
ま
し
た
。

■
現
状
面
積
（
移
転
対
象
外
の
庁
舎
・
諸
室
等
含
む
）

0

5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

会
議
・
打
合
せ
等

会
議
・
打
合
せ
等
（
少
人
数
利
用
）

作
業
利
用

各
課
特
有
諸
室

相
談
ス
ペ
ー
ス

3
9
0
.7
8
㎡

倉
庫
・
書
庫

1
3
4
9
.5
7
㎡

そ
の
ほ
か

7
7
9
.0
0
㎡

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0

4
.5

5
.0

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4.
0

4
.5

5
.0

総
合
的
に
⾒
て
、
市
⺠
や
事
業
者
に
と
っ
て

利
用
し
や
す
い
庁
舎
で
あ
る

達
成
度

低

達
成
度

高

重 要 度 高

重 要 度 低

■
特
徴
的
な
回
答
結
果

1
6.

9

1
5

.0

43
.9

3
8

.7

1
0

.3

1
2

.0

8
.5

1
0

.0

1
2

.2

1
2

.6

8
.2

1
1

.7

0.
0

20
.0

40
.0

60
.0

80
.0

10
0

.0

現
在
の
働
き
方

理
想
の
働
き
方

ア
.【

個
人
】
窓
口
相
談
業
務

イ
.【

個
人
】
定
常
的
業
務

ウ
.【

個
人
】
政
策
的
業
務

エ
.【

複
数
人
】
窓
口
相
談
業
務

オ
.【

複
数
人
】
定
常
的
業
務

カ
.【

複
数
人
】
政
策
的
業
務

棚
の
上
に
段
ボ
ー
ル
が
乗
っ
て
い
て
危
険

カ
ウ
ン
タ
ー
用
チ
ェ
ア
が
折
イ
ス

相
談
室
内
に
書
棚
な
ど
が
乱
立
し
て
い
る

図
面
や
書
類
な
ど
で
足
の
踏
み
場
も
な
い

執
務
室

会
議
室

倉
庫
・
書
庫

そ
の
他

合
計

本
庁
舎

2
1
1
6
.5
㎡

6
5
4
.9
㎡

5
8
8
.3
㎡

4
0
1
5
.9
㎡

7
3
7
5
.6
㎡

松
井
田
庁
舎

6
6
1
.6
㎡

8
3
9
.2
㎡

4
4
3
.5
㎡

3
7
9
5
.3
㎡

5
7
3
9
.6
㎡

谷
津
庁
舎

3
0
5
.5
㎡

1
1
4
.3
㎡

6
3
9
.5
㎡

6
3
8
.0
㎡

1
6
9
7
.2
㎡

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

6
6
.0
㎡

0
.0
㎡

4
8
.4
㎡

2
2
8
.8
㎡

3
4
3
.2
㎡

旧
消
防
庁
舎

0
.0
㎡

0
.0
㎡

1
0
7
.2
㎡

8
5
3
.8
㎡

9
6
1
.0
㎡

旧
法
務
局

0
.0
㎡

0
.0
㎡

9
7
.8
㎡

0
.0
㎡

9
7
.8
㎡

１

各
課
特
有
諸
室

し
つ
ら

し
つ
ら

Administrator
テキストボックス
参考資料４

Administrator
長方形

Administrator
テキストボックス
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各
課
間
近
接
度
調
査

職
員
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
に
基
づ
き
、
各
課
間
の
近
接
度
要
求
を
相
関
図
に
ま
と
め
ま
し
た
。

会
議
・
書
庫
ス
ペ
ー
ス

マ
ル
チ
ス
ペ
ー
ス

執
務
ス
ペ
ー
ス

ロ
ビ
ー
ス
ペ
ー
ス

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ラ
イ
ン

（
カ
ウ
ン
タ
ー
）

３
．
現
況
調
査
を
踏
ま
え
た
適
正
規
模
等
の
整
理

新
し
い
庁
舎
等
の
適
正
規
模
(床
面
積
)の
算
出
と
コ
ン
パ
ク
ト
化
の
可
能
性
分
析
、
基
本
的
な
考
え
方
の
整
理

現
況
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
働
き
⽅
改
⾰
の
可
能
性
も
含
め
た
最
適
な
執
務
環
境
や
住
⺠
サ
ー
ビ
ス
を
考
慮
し
た
適
正
規
模
(床
面
積
)の
算
出
と

コ
ン
パ
ク
ト
化
等
の
可
能
性
を
検
討
し
ま
し
た
。

ス
ペ
ー
ス
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

の
設
定

建
築
基
準
寸
法
を
汎
用
的
な
6
4
0
0
㎜
と
想
定
し
、
各
ス
ペ
ー
ス
・
諸
室
は
、
3
2
0
0
×
3
2
0
0
㎜
の
格
子
形
状
を
基
本
と
し
て
構
成
し
ま
す
。

格
子
内
部
は
用
途
に
合
わ
せ
た
様
々
な
家
具
等
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

（
図
-2
）

（
図
-1
）

執
務
デ
ス
ク
の
サ
イ
ズ
は
、
現
状
と
同
程
度
の
机
上
面
積
が

確
保
で
き
る
1
2
0
0
×
6
0
0
㎜
を
選
定

フ
ロ
ア
内
エ
リ
ア
分
け

コ
ン
パ
ク
ト
化
に
向
け
た
さ
ら
な
る
可
能
性

執
務
空
間
は
、
オ
ー
プ
ン
な
執
務
ス
ペ
ー
ス
、
個
室
の
会
議

･
書
庫
ス
ペ
ー
ス
、
そ
の
中
間
で
多
目
的
に
使
え
る
マ
ル
チ

ス
ペ
ー
ス
の
3
層
に
よ
り
構
成
し
ま
す
。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ラ
イ
ン
も
明
確
化
し
ま
す
。

面
積
算
定
結
果

3
階
建
て
庁
舎
の
想
定
で
、
約
9
0
0
0
㎡
が
適
正
と
い
う
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

（
約
9
0
0
0
㎡
の
中
に
は
今
ま
で
無
か
っ
た
防
災
ラ
ボ
や
多
目
的
ス
ペ
ー
ス
な
ど
を
含
み
ま
す
）

①
書
庫
、
収
納
量
に
関
す
る
コ
ン
パ
ク
ト
化

・
移
動
ラ
ッ
ク
方
式
の
棚
を
増
や
し
、
ス
ペ
ー
ス
効
率
を
上
げ
る

・
電
子
化
の
推
進
に
よ
り
紙
文
書
の
削
減
を
実
施
す
る

②
会
議
室
、
打
合
せ
ス
ペ
ー
ス
等
の
効
率
的
な
運
用

・
予
約
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
、
空
予
約
防
止
･効

率
運
用
、
ス
ペ
ー
ス
の
共
有
化
･有

効
活
用
を
行
う

・
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
ス
ペ
ー
ス
の
有
効
活
用
、
効
率
化
を
図
る
（
図
-1
）

・
ロ
ー
タ
イ
プ
収
納
庫
の
天
板
を
ハ
イ
テ
ー
ブ
ル
と
し
て
活
用
、
打
合
せ
ス
ペ
ー
ス
を
効
率
化
（
図
-2
）

③
市
⺠
サ
ー
ビ
ス
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
よ
る
窓
⼝
ス
ペ
ー
ス
の
縮
⼩

・
来
庁
者
数
の
減
少
に
伴
う
待
合
ロ
ビ
ー
の
圧
縮

④
働
き
方
改
革
に
よ
る
執
務
ス
ペ
ー
ス
の
縮
小

・
テ
レ
ワ
ー
ク
の
推
進
に
よ
る
自
席
ス
ペ
ー
ス
の
削
減

・
フ
リ
ー
ア
ド
レ
ス
の
導
入
に
よ
る
個
人
収
納
（
ワ
ゴ
ン
）
ス
ペ
ー
ス
の
削
減

⑤
文
具
、
消
耗
品
等
の
共
有
化

・
各
課
ご
と
に
所
有
し
て
い
る
文
具
な
ど
の
消
耗
品
を
フ
ロ
ア
単
位
で
共
有
化

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
兼
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

の
例

収
納
庫
を
活
用
し
た
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

の
例

職
員
自
ら
が
考
え
、
庁
舎
建
設
に
向
け
た
提
言
を
ま
と
め
る

庁
舎
建
設
に
あ
た
り
現
状
の
課
題
を
把
握
し
た
上
で
、
実
務
を
行
っ
て
い
る
職
員
視
点
で
検
討
し
、

新
し
い
庁
舎
で
の
「
あ
る
べ
き
姿
」

5
カ
条
を
作
成
し
ま
し
た
。

４
．
職
員
作
業
部
会

（
あ
る
べ

き
姿
）

（
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
）

（
具

体
策
）

既
存
の
物

品
、
書
類

な
ど
を

整
理
し

削
減

オ
ー
プ
ン

フ
ロ
ア
、

多
目
的

利
用
可

能
な
空
間

新
た
な
部

署
の
設
置

を
で
き

る
空
間

的
な
ゆ
と

り
（
e
x.

ワ
ク

チ
ン
対
策

室
）

職
員
が
自

前
で
維
持

更
新
可

能
な
設

備

配
線
の
変

更
が
容
易

な
フ
ロ

ア
、
無

線
LA

N

庁
舎
内
の

あ
ら
ゆ
る

場
所
で

ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に

ア
ク
セ

ス
で
き

る
環
境

ノ
ー
ト
P
C利

用
に
よ

る
省
ス
ペ

ー
ス
化

と
作
業

場
所
の
移

動

オ
ン
ラ
イ

ン
相
談
に

対
応
で

き
る
対

応
ブ
ー
ス

の
設
置

打
合
せ
ス

ペ
ー
ス
・

相
談
ス

ペ
ー
ス

・
リ
フ
レ

ッ
シ
ュ

ス
ペ
ー

ス
の
充

実

部
下
の
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
が
し

や
す
い

配
置

部
署
間
の

垣
根
を
な

く
す
オ

ー
プ
ン

フ
ロ
ア

繁
忙
期
に

応
じ
た
所

属
間
の

協
力
体

制
の
構
築

他
部
署
の

様
子
が
即

座
に
把

握
で
き

る
オ
ー
プ

ン
ス
ペ

ー
ス

市
民
、
民

間
と
の
連

携
ス
ペ

ー
ス
の

設
置

会
議
室
の

有
効
利
用

（
民
間

に
お
け

る
夜
間
、

土
日
の

利
活
用

）

プ
ラ
イ
バ

シ
ー
が
守

ら
れ
る

相
談
室

の
充
実

見
や
す
く

、
統
制
の

取
れ
た

掲
示
ス

ペ
ー
ス
の

設
置

災
害
時
に

お
け
る
電

力
と
通

信
の
バ

ッ
ク
ア
ッ

プ
体
制

の
整
備

災
害
対
応

応
援
職
員

の
活
動

ス
ペ
ー

ス
の
確
保

防
犯
と
エ

コ
の
た
め

の
シ
ャ

ッ
タ
ー

（
開
庁
部

署
と
非

開
庁
部

署
の
明

確
化
と
冷

暖
房
の

効
率
化

）

自
然
採
光

、
自
然
通

風
の
有

効
的
な

活
用

自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
の

活
用
（

費
用
対

効
果
を
考

慮
す
る

）

断
熱
性
、

耐
久
性
に

優
れ
た

設
備

吹
き
抜
け

の
要
否
は

慎
重
に

検
討

バ
リ
ア
フ

リ
ー
に
配

慮
し
た

建
築
や

設
備

ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
デ
ザ

イ
ン
対

応
の
空

間
や
環
境

W
eb

会
議

に
対
応
す

る
設
備

テ
レ
ワ
ー

ク
の
導
入

フ
リ

ー
ア
ド

レ
ス

に
対
応

で
き

る
設

え
（

テ
レ

ワ
ー

ク
の
本

格
導

入
な

ど
を

見
据
え

、
適

正
の

あ
る

部
署

を
検

証
）

可
動
式
の

電
話
機
、

ナ
ン
バ

ー
デ
ィ

ス
プ
レ
イ

の
導
入

小
会
議
室

（
相
談
室

）
の
充

実

事
務
用
品

、
消
耗
品

な
ど
の

集
中
管

理
ス
ペ
ー

ス
の
設

置

作
業
集
中

ス
ペ
ー
ス

の
充
実

コ
ラ
ボ
ス

ペ
ー
ス
、

打
合
せ

ス
ペ
ー

ス
の
充
実

正
規
職

員
に

よ
る
宿

日
直

の
廃

止
を

可
能

と
す

る
設
備

（
専

門
外

の
業

務
に

従
事

す
る
こ

と
へ

の
不

安
解

消
）

メ
ン
タ
ー

制
度
の
導

入

誰
も
が

快
適
に
過
ご
せ
、
環
境

に
も
優

し
い
S
D
G
s
型

庁
舎

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取

り
や
す
い
執

務
空
間

庁
内

横
断
的
な
連
携

を
促
進

す
る
執
務

空
間

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
が

良
く
環
境
に
や
さ
し
い

デ
ザ

イ
ン
性
よ
り
機
能
性

を
重

視
誰
一

人
取
り
残

さ
な
い

職
員

の
余
力
を
生
み
出
す
執
務

空
間

職
員

の
や
る
気
を
引
き
出
す
設
備
と
シ
ス
テ
ム

1
時

代
の
変
化

に
柔

軟
に
対

応
で
き
る
庁

舎

2 3

再
編

成
し
や
す
い
執

務
空
間

効
率

的
か
つ
安
価
に
維
持
管

理
で
き
る
執
務
空

間
D
X
に
対
応

し
た
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
可
能
と
す
る
設

備

市
民

・民
間

・行
政
等
あ
ら
ゆ
る
主
体
を
つ
な
ぐ

災
害

が
起
こ
っ
た
と
き
も
市

民
サ
ー
ビ
ス
を
継
続

4 5
職

員
の
働
き
方
を
変
革
す
る
庁
舎

意
思
疎
通
が

容
易
で
オ
ー
プ
ン
な
庁

舎

わ
か
り
や
す
く
頼
れ
る
身

近
な
庁
舎

執
務
空
間
検
討
部
会
（
執
務
環
境

W
G

/文
書
管
理

W
G

/セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

W
G
）
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
検
討

部
会
（
市
⺠
窓
⼝

W
G

/福
祉
子
育
て
･
高
齢
者

W
G
）
の

2
部
会
、

5
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
立
上
げ
、

1
回

9
0
分
、
計

5
回
の
部
会
の
中
で
、
提
言
内
容
を
ま
と
め
ま
し
た
。

■
部
会
開
催
時
の
様
子

模
造
紙
を
使
っ
た
資
料
作
成

W
G
ご
と
の
発
表
の
様
子

農
業
委
員
会

事
務
局

建
設
部

建
築
住
宅
課

建
設
部

土
木
課

建
設
部

都
市
整
備
課

産
業
環
境
部

農
林
課

産
業
環
境
部

環
境
政
策
課

産
業
環
境
部

観
光
経
済
課

企
画
経
営
部

財
政
課

企
画
経
営
部

地
域
創
造
課

企
画
経
営
部

情
報
戦
略
課

監
査
委
員

事
務
局

議
会
事
務
局

総
務
部

行
政
課

総
務
部

危
機
管
理
課

企
画
経
営
部

秘
書
政
策
課

総
務
部

職
員
課

企
画
経
営
部

資
産
活
用
課

上
下
水
道
部

上
水
道
事
務
課

上
下
水
道
部

上
水
道
工
務
課

上
下
水
道
部

下
水
道
課

教
育
部

総
務
課

教
育
部

学
校
教
育
課

教
育
部

生
涯
学
習
課

市
⺠
部

市
⺠
課

市
⺠
部

税
務
課

市
⺠
部

国
保
年
金
課

市
⺠
部

収
納
課

会
計
課

保
健
福
祉
部

健
康
づ
く
り
課

保
健
福
祉
部

高
齢
者
支
援
課

保
健
福
祉
部

子
ど
も
課

保
健
福
祉
部

福
祉
課

※
線
の
太
さ
：
近
接
度
要
求
レ
ベ
ル

※
円
の
大
き
さ
：
職
員
数

※
円
の
色
：
部
毎
に
設
定

近
接
要
求
：
高

：
低

：
中

近
接
度
要
求
の
強
い
課
を
近
く
に
配
置
し
た
結
果
、
大
き
く
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。

■
各

W
G
ご
と
に
ま
と
め
た
「
あ
る
べ
き
姿
」

5カ
条

■
新
し
い
庁
舎
の
面
積
（
約

9
00

0
㎡
）
の
内
訳

■
現
状
面
積
と
の
比
較

※
新
た
に
増
え
る
ス
ペ
ー
ス
は

比
較
の
対
象
外

執
務
ス
ペ
ー
ス

マ
ル
チ
ス
ペ
ー
ス

会
議
･
書
庫
ス
ペ
ー
ス

各
諸
室

各
諸
室
（
現
状
未
設
）

共
用
部

２

現
状

新
庁
舎

現
状
と
の
比

庁
舎
全
体

9
2
1
8
.6
㎡

8
7
9
3
.5
㎡

9
5
.4
%

執
務
ス
ペ
ー
ス

2
8
4
4
.1
㎡

2
1
6
0
.7
㎡

7
6
.0
%

会
議
室

5
9
6
.3
㎡

5
9
3
.9
㎡

9
9
.6
%

※

か
ら

※
空
間
の
目
的
・
用
途
ご
と
に
、
広
さ
や
仕
様
を
標
準
化
す
る
こ
と

※

Administrator
長方形
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新
し
い
庁
舎
で
の
「あ
る
べ
き
姿
」
5
カ
条

執
務
空
間
検
討
部
会

（執
務
環
境
W
G
）

（
あ
る
べ
き
姿
）

（
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
）

（
具
体
策
）

既
存
の
物
品
、
書
類
な
ど
を
整
理
し
削
減

オ
ー
プ
ン
フ
ロ
ア
、
多
目
的
利
用
可
能
な
空
間

新
た
な
部
署
の
設
置
を
で
き
る
空
間
的
な
ゆ
と
り
（
e
x
.
ワ
ク
チ
ン
対
策
室
）

職
員
が
自
前
で
維
持
更
新
可
能
な
設
備

配
線
の
変
更
が
容
易
な
フ
ロ
ア
、
無
線
L
A
N

庁
舎
内
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
環
境

ノ
ー
ト
P
C
利
用
に
よ
る
省
ス
ペ
ー
ス
化
と
作
業
場
所
の
移
動

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
に
対
応
で
き
る
対
応
ブ
ー
ス
の
設
置

打
合
せ
ス
ペ
ー
ス
・
相
談
ス
ペ
ー
ス
・
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
ス
ペ
ー
ス
の
充
実

部
下
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
し
や
す
い
配
置

部
署
間
の
垣
根
を
な
く
す
オ
ー
プ
ン
フ
ロ
ア

繁
忙
期
に
応
じ
た
所
属
間
の
協
力
体
制
の
構
築

他
部
署
の
様
子
が
即
座
に
把
握
で
き
る
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス

市
民
、
民
間
と
の
連
携
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

会
議
室
の
有
効
利
用
（
民
間
に
お
け
る
夜
間
、
土
日
の
利
活
用
）

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
る
相
談
室
の
充
実

見
や
す
く
、
統
制
の
取
れ
た
掲
示
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

災
害
時
に
お
け
る
電
力
と
通
信
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制
の
整
備

災
害
対
応
応
援
職
員
の
活
動
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

防
犯
と
エ
コ
の
た
め
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
（
開
庁
部
署
と
非
開
庁
部
署
の
明
確
化
と
冷
暖
房
の
効
率
化
）

自
然
採
光
、
自
然
通
風
の
有
効
的
な
活
用

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
（
費
用
対
効
果
を
考
慮
す
る
）

断
熱
性
、
耐
久
性
に
優
れ
た
設
備

吹
き
抜
け
の
要
否
は
慎
重
に
検
討

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
配
慮
し
た
建
築
や
設
備

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
対
応
の
空
間
や
環
境

W
e
b
会
議
に
対
応
す
る
設
備

テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入

フ
リ
ー
ア
ド
レ
ス
に
対
応
で
き
る
設
え
（
テ
レ
ワ
ー
ク
の
本
格
導
入
な
ど
を
見
据
え
、
適
正
の
あ
る
部
署
を
検
証
）

可
動
式
の
電
話
機
、
ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
導
入

小
会
議
室
（
相
談
室
）
の
充
実

事
務
用
品
、
消
耗
品
な
ど
の
集
中
管
理
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

作
業
集
中
ス
ペ
ー
ス
の
充
実

コ
ラ
ボ
ス
ペ
ー
ス
、
打
合
せ
ス
ペ
ー
ス
の
充
実

正
規
職
員
に
よ
る
宿
日
直
の
廃
止
を
可
能
と
す
る
設
備
（
専
門
外
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
へ
の
不
安
解
消
）

メ
ン
タ
ー
制
度
の
導
入

誰
も
が
快
適
に
過
ご
せ
、
環
境
に
も
優

し
い
S
D
G
s
型
庁
舎

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
や
す
い
執
務
空
間

庁
内
横
断
的
な
連
携
を
促
進
す
る
執
務
空
間

エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
が
良
く
環
境
に
や
さ
し
い

デ
ザ
イ
ン
性
よ
り
機
能
性
を
重
視

誰
一
人
取
り
残
さ
な
い

職
員
の
余
力
を
生
み
出
す
執
務
空
間

職
員
の
や
る
気
を
引
き
出
す
設
備
と
シ
ス
テ
ム

1
時
代
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
庁

舎

2 3

再
編
成
し
や
す
い
執
務
空
間

効
率
的
か
つ
安
価
に
維
持
管
理
で
き
る
執
務
空
間

D
X
に
対
応
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
可
能
と
す
る
設
備

市
民
・
民
間
・
行
政
等
あ
ら
ゆ
る
主
体
を
つ
な
ぐ

災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
も
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
継
続

4 5
職
員
の
働
き
方
を
変
革
す
る
庁
舎

意
思
疎
通
が
容
易
で
オ
ー
プ
ン
な
庁
舎

わ
か
り
や
す
く
頼
れ
る
身
近
な
庁
舎

参
考
資
料
５
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新
し
い
庁
舎
で
の
「あ
る
べ
き
姿
」
5
カ
条

執
務
空
間
検
討
部
会

（文
書
管
理
W
G
）

（
あ
る
べ
き
姿
）

（
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
）

（
具
体
策
）

統
一
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
・
周
知
・
徹
底

検
索
性
を
意
識
し
た
文
書
の
作
成
、
紛
失
を
防
ぐ
管
理

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
を
用
い
た
情
報
共
有
の
一
元
化
（
共
有
情
報
、
様
式
が
見
つ
か
る
）

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
と
他
の
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携

文
書
ひ
な
が
た
の
作
成
・
共
有

全
庁
的
な
文
書
情
報
の
共
有

決
裁
過
程
で
の
意
見
反
映
の
経
緯
が
見
え
る
シ
ス
テ
ム

電
子
交
付
（
住
民
票
や
証
明
書
の
電
子
交
付
等
）

ア
プ
リ
・
S
N
S
を
活
用
し
た
電
子
申
請
等
（
ハ
ン
コ
レ
ス
・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
実
現
）

市
民
へ
の
情
報
公
開
（
W
e
b
で
検
索
・
閲
覧
で
き
る
仕
組
み
等
）

電
子
決
裁
の
推
進

行
政
文
書
の
電
子
化

ノ
ー
ト
P
C
（
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
）
の
配
備

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
導
入
検
討

選
別
基
準
の
作
成

文
書
管
理
・
作
成
ル
ー
ル
の
定
時
見
直
し

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
書
庫
空
間

紙
文
書
の
発
生
・
ス
ト
ッ
ク
の
削
減

紙
o
r電
子
の
保
存
方
法
の
選
別

変
化
に
対
応
す
る
管
理
ル
ー
ル

時
代
に
あ
わ
せ
た
文
書
管
理

利
用
す
る
職
員
の
負
担
軽
減

文
書
の
共
有

意
思
決
定
に
使
え
る
文
書
管
理

1
わ
か
り
や
す
い
文
書
管
理

2 3

見
た
い
、
知
り
た
い
文
書
情
報
を
得
や
す
い
シ
ス
テ
ム

職
員
誰
も
が
実
践
し
や
す
い
シ
ス
テ
ム

統
一
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
基
づ
き
運
用
さ
れ
る
文
書
管
理

簡
単
・
便
利

市
民
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
文
書
管
理

4 5
変
化
に
対
応
で
き
る
文
書
管
理

職
員
が
使
い
や
す
い
文
書
管
理

市
民
も
使
い
や
す
い
文
書
管
理

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
な
文
書
管
理

Administrator
テキストボックス
28



新
し
い
庁
舎
で
の
「あ
る
べ
き
姿
」
5
カ
条

執
務
空
間
検
討
部
会

（セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
W
G
）

（あ
る
べ
き
姿
）

（サ
ブ
タ
イ
ト
ル
）

（具
体
策
）

庁
舎
内
外
の
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

鍵
の
か
か
る
保
管
庫

執
務
室
の
区
画
ご
と
に
分
断
で
き
る
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
導
入

執
務
空
間
と
来
庁
者
が
利
用
で
き
る
空
間
を
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
区
分

IC
カ
ー
ド
を
使
っ
た
職
員
の
入
庁
管
理

夜
間
を
含
む
専
門
の
警
備
員
の
配
備

緊
急
通
報
装
置
の
設
置

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
設
置

高
い
耐
震
（
免
震
）
性
能

非
常
用
電
源
の
設
置
（
蓄
電
池
・
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
の
設
置
）

備
蓄
倉
庫
の
設
置

災
害
対
策
本
部
専
用
の
部
屋
の
設
置

雨
水
貯
蔵
施
設
を
設
置
し
て
災
害
時
に
利
用

防
火
対
策
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
設
置
・
可
燃
物
専
用
保
管
庫
の
設
置
）

わ
か
り
や
す
く
短
い
避
難
経
路
の
確
保

非
接
触
型
で
衛
生
的
な
ト
イ
レ

セ
ン
シ
ン
グ
に
よ
る
換
気

窓
口
の
飛
沫
防
止
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保

サ
ー
バ
ー
ル
ー
ム
の
入
退
室
の
管
理
（
カ
ー
ド
キ
ー
等
）

L
A
N
配
線
の
床
下
配
線
化

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
性
能
の
高
い
W
i-
F
iの
導
入

サ
ー
バ
ー
室
の
整
備
（
非
常
電
源
・
空
調
管
理
）

不
正
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
ロ
グ
の
管
理

専
門
的
な
ＩＴ
外
部
人
材
の
登
用

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

来
庁
者
か
ら
パ
ソ
コ
ン
の
モ
ニ
タ
が
見
え
な
い
よ
う
な
配
置
の
工
夫

横
見
え
防
止
モ
ニ
タ
ー
の
設
置

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
た
窓
口
及
び
防
音
機
能
の
あ
る
個
室
・
相
談
ブ
ー
ス
の
設
置

証
明
書
等
を
発
行
す
る
セ
ル
フ
式
の
自
動
交
付
機
の
導
入

テ
レ
ワ
ー
ク
に
適
し
た
設
備
の
導
入
（
専
用
端
末
／
音
漏
れ
を
防
ぐ
ヘ
ッ
ド
セ
ッ
ト
等
）

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
相
談
に
対
応
可
能
な
ス
ペ
ー
ス
の
配
置
（
ブ
ー
ス
席
な
ど
）

業
務
端
末
の
一
部
無
線
化
(セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
レ
ベ
ル
の
高
い
情
報
を
扱
う
も
の
は
有
線
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
の
強
靭
化

災
害
に
強
い
庁
舎
で
あ
る
こ
と

感
染
防
止
対
策
が
さ
れ
て
い
る
庁
舎
で
あ
る
こ
と

サ
イ
バ
ー
攻
撃
へ
の
対
応
強
化

電
子
デ
ー
タ
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
推
進

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
相
談
業
務
の
推
進

対
面
に
よ
ら
な
い
サ
ー
ビ
ス
の
導
入

個
人
情
報
の
適
切
な
管
理

自
席
以
外
で
も
働
く
こ
と
が
可
能
な
環
境

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
た
働
き
方
が
可
能
な
環
境

1
防
犯
性
能
の
高
い
庁
舎

2 3 4 5
ど
こ
に
い
て
も
安
心
し
て
働
く
こ
と
が

で
き
る
庁
舎

防
災
性
能
の
高
い
庁
舎

情
報
漏
洩
に
強
い
仕
組
み

市
民
の
個
人
情
報
を
守
れ
る
窓
口

侵
入
・
盗
難
な
ど
へ
の
防
犯
対
策
が
万
全
で
あ
る
こ
と
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新
し
い
庁
舎
で
の
「あ
る
べ
き
姿
」
4
カ
条

窓
口
サ
ー
ビ
ス
検
討
部
会

（市
民
窓
口
W
G
）

（あ
る
べ
き
姿
）

（サ
ブ
タ
イ
ト
ル
）

（具
体
策
）

入
口
に
案
内
端
末
の
設
置

わ
か
り
や
す
い
案
内
表
示
板
（
電
光
掲
示
）

動
画
配
信
で
手
続
き
案
内

フ
ロ
ア
で
ロ
ボ
ッ
ト
案
内

案
内
係
の
常
駐

関
連
課
を
近
く
に
配
置

各
課
か
ら
近
い
場
所
に
相
談
ス
ペ
ー
ス
や
待
合
ロ
ビ
ー
を
配
置

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口

フ
ロ
ア
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら
簡
単
申
請

フ
ロ
ア
に
交
付
機
を
設
置

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
記
帳
台
を
設
置

窓
口
の
混
雑
状
況
の
発
信

非
デ
ジ
タ
ル
手
続
き
の
存
続

職
員
に
よ
る
手
続
代
行
サ
ー
ビ
ス

フ
リ
ー
の
相
談
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
（
オ
ー
プ
ン
、
セ
ミ
オ
ー
プ
ン
、
個
室
）

温
も
り
あ
る
広
々
し
た
フ
ロ
ア

安
心
し
て
子
ど
も
が
待
ち
時
間
を
過
ご
せ
る
場
所
の
確
保

番
号
プ
ッ
シ
ュ
で
相
談
窓
口
へ
繋
が
る
仕
組
み

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ
た
窓
口
（
個
室
・
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
）

フ
ロ
ア
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
レ
イ
ア
ウ
ト

感
染
症
に
配
慮
し
た
非
接
触
型
の
申
請

A
Iに
よ
る
本
人
確
認

多
言
語
翻
訳
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
導
入

職
員
業
務
ま
る
わ
か
り
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
導
入

フ
ロ
ア
の
案
内
端
末
で
情
報
発
信

あ
ら
ゆ
る
世
代
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を
意
識
し
た
つ
く
り

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
多
目
的
利
用

証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

公
共
施
設
で
の
申
請
交
付

ス
マ
ホ
対
応
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
導
入

ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
窓
口
の
設
置

デ
ジ
タ
ル
化
を
支
援
す
る
職
員
の
配
置

デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
都
市
部
同
等
の
サ
ー
ビ
ス

来
庁
し
な
く
て
も
窓
口
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

ら
く
ら
く
便
利
な
手
続
き

1
わ
か
り
や
す
く
使
い
や
す
い
窓
口

2 3

ど
こ
に
行
け
ば
い
い
か
迷
わ
な
い

他
課
と
の
連
携

ス
ピ
ー
デ
ィ
な
手
続
き

市
民
に
と
っ
て
親
切
な
窓
口

誰
も
が
相
談
し
や
す
い
窓
口

多
目
的
利
用
が
可
能
な
フ
ロ
ア

多
様
な
市
民
に
対
応
で
き
る
窓
口

4

や
さ
し
く
よ
り
そ
う
窓
口

変
化
に
対
応
で
き
る
窓
口

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
便
利
な
窓
口
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新
し
い
庁
舎
で
の
「あ
る
べ
き
姿
」
5
カ
条

窓
口
サ
ー
ビ
ス
検
討
部
会

（福
祉
子
育
て
・高
齢
者
W
G
）

（
あ
る
べ
き
姿
）

（
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
）

（
具
体
策
）

オ
ー
プ
ン
フ
ロ
ア
か
つ
個
室
に
レ
イ
ア
ウ
ト
変
更
可
能
な
つ
く
り

状
況
に
対
応
し
た
柔
軟
な
カ
ウ
ン
タ
ー
や
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
、
併
設
の
子
育
て
相
談
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
（
カ
メ
ラ
設
置
、
ス
マ
ホ
で
確
認
）

授
乳
室
、
オ
ム
ツ
替
え
ス
ペ
ー
ス
、
荷
物
置
き
場
の
設
置

執
務
室
内
や
隣
の
人
の
個
人
情
報
が
覗
か
れ
な
い
レ
イ
ア
ウ
ト

広
い
窓
口
や
通
路
、
多
目
的
ト
イ
レ
な
ど
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
つ
く
り

駐
車
場
の
区
画
を
広
く
確
保
し
、
傘
な
し
で
庁
舎
に
入
れ
る
「
お
も
い
や
り
駐
車
場
」
の
導
入

W
i－
F
iの
整
備

カ
フ
ェ
コ
ー
ナ
ー
や
図
書
コ
ー
ナ
ー
の
設
置

優
し
い
配
色
や
明
る
く
位
置
変
更
が
可
能
な
照
明
の
設
置

大
き
い
窓
に
よ
る
昼
光
活
用
や
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
に
よ
る
省
エ
ネ
構
造

癒
し
を
与
え
る
観
葉
植
物
の
配
置

市
内
の
自
然
の
豊
か
さ
を
生
か
し
た
設
計

関
係
部
署
の
近
接
配
置

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口

職
員
・
市
民
が
と
も
に
使
用
す
る
他
庁
舎
、
自
宅
等
を
つ
な
ぐ
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
ブ
ー
ス

窓
口
の
混
雑
状
況
の
発
信

会
議
室
や
多
目
的
室
を
多
く
確
保
す
る

来
庁
者
の
多
い
部
署
を
１
階
に
配
置

シ
ン
プ
ル
な
レ
イ
ア
ウ
ト

色
で
仕
分
け
す
る
な
ど
、
分
か
り
や
す
い
各
課
の
配
置
案
内
、
業
務
案
内

案
内
端
末
設
置
に
よ
る
外
国
語
の
案
内

点
字
や
音
声
に
よ
る
案
内

避
難
通
路
の
確
保

地
震
で
物
が
倒
れ
な
い
工
夫

安
全
な
避
難
動
線
が
確
保
さ
れ
た
レ
イ
ア
ウ
ト

予
備
電
源
な
ど
停
電
し
な
い
庁
舎

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
や
警
備
員
の
配
置

目
的
の
場
所
が
す
ぐ
に
分
か
る

誰
も
が
分
か
り
や
す
い

災
害
発
生
時
に
来
庁
者
の
安
全
を
確
保
で
き
る

災
害
発
生
時
の
避
難
誘
導
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る

事
件
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ

1
市
民
に
寄
り
添
っ
た
相
談
し
や
す
い

庁
舎

2 3

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
確
保
さ
れ
て
い
る

子
ど
も
と
一
緒
で
も
安
心
し
て
相
談
が
で
き
る

誰
も
が
安
心
し
、
落
ち
着
い
て
相
談
が
で
き
る

個
人
情
報
が
守
ら
れ
て
い
る

誰
も
が
使
い
や
す
く
、
人
に
優
し
い
空
間

市
民
の
集
い
の
場

長
時
間
滞
在
し
て
も
疲
れ
な
い
、
不
快
に
感
じ
な
い

市
民
が
親
し
み
や
す
い
つ
く
り

動
線
を
考
慮
し
た
移
動
が
少
な
い
つ
く
り

た
ら
い
回
し
に
し
な
い

庁
舎
間
の
移
動
を
さ
せ
な
い

避
難
所
開
設
時
に
利
用
し
や
す
い

4 5
安
心
・
安
全
な
庁
舎

人
が
集
ま
り
や
す
い
、
ゆ
っ
た
り
と
快

適
な
庁
舎

便
利
で
多
様
な
庁
舎

統
一
感
が
あ
り
、
分
か
り
や
す
く
て
迷

わ
な
い
庁
舎
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■ 「市役所新庁舎建設問題の精査」に関する報告書（抜粋） 

精査のまとめ 

 

○市役所新庁舎建設について、所信表明における１２のポイントを検討し、①旧安中高校跡

地への新庁舎建設のメリット、デメリット、②安中体育館、格技場の解体方針、③谷津庁

舎、松井田庁舎の活用方針、④必要な「市民への丁寧な説明」、の精査を行った結論とし

ては、以下のとおり取りまとめることとしたい。 

 

【まちづくり】 

・今後のまちづくりにおいて、西毛広幹道の果たす役割は大きい。 

・西毛広幹道に接している現在地と、接していない旧安中高校跡地では、地域活性化を図

る上での役割は異なる。 

➡西毛広幹道を活かしたまちづくりを推進するため、立地に即した施設の整備を図る。 

 

【新庁舎の建設】 

・旧庁舎、中庁舎は耐震強度不足から、新庁舎を建設する必要がある。 

・新庁舎は、市民の利便性の向上と、まちづくりの核として機能させるため、庁舎機能を

充実させることが望ましい。 

➡庁舎機能を充実させた新庁舎を建設する。 

 

【財政負担】 

・新庁舎の建設といった大きな事業を実施する場合、市の財政負担を念頭に置かなければ

ならない。 

・合併特例債という非常に有利な地方債の活用に可能性があるならば、事業の実施に当た

っては、合併特例債を活用し、市の財政負担の軽減を図らなければならない。 

➡極力コンパクトな庁舎とすることで事業費を抑えるとともに、可能な限り合併特例債

の活用を目指し、市の財政負担の軽減を図る。 

 

【建設場所】 

・旧安中高校跡地は、近接する谷津庁舎と連携し庁舎機能の充実化を図ることが可能であ

る。 

・現在地は、用途地域が第１種住居地域であるため、用途変更せずに新庁舎を建設する場

合は、建築できる面積が制限され、現在地だけでは庁舎機能を充実させることは困難で

ある。 

・現在地の用途変更後に新庁舎を建設する場合は、合併特例債の期限に間に合わせること

現在地 

 

参考資料６ 
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は難しい。 

➡新庁舎の建設場所は旧安中高校跡地とする。現在地は、西毛広幹道に接している立地を

活かし、賑わい創出の場としての整備を図ることとし、併せて市の財政負担の軽減を図

るため、売却や貸し付けによる歳入確保策を検討する。 

 

【建設規模】 

・新庁舎建設事業費の試算（P37・P38）では、延床面積 8,050㎡で合併特例債を活用した

場合（建設パターン③）、基本構想との比較で総事業費は 6.0億円の減、一般財源は 1.2

億円の減となり、市の実質負担額を 5.1 億円減らすとともに、基金を 1.4 億円残すこ

とができる試算となった。 

・延床面積 7,200㎡で合併特例債を活用した場合（建設パターン⑧）、基本構想との比較

で総事業費は 10.7億円の減、一般財源は 1.2億円の減となり、実質負担額を 6.7億円

減らすとともに、基金を 6.0億円残すことができる試算となった。 

➡防災学習スペースや多目的スペース等は設けないこととし、延床面積は 8,000 ㎡以下

を目指すこととする。さらに、余剰となった基金については、今後のまちづくりの財源

として有効活用する。 

 

【他庁舎等の利活用】 

・現在の本庁舎のうち、新庁舎部分は解体せず、引き続き活用するとともに、敷地内に賑

わいを創出できる施設の整備を図る。 

・安中体育館、格技場は解体せず、引き続き活用する。 

・谷津庁舎、松井田庁舎の利活用は、精査結果の方針に基づき、今後具体的に検討する。 

➡それぞれの方針のもと、既存施設の有効活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

必要な「市民への丁寧な説明」 

 

精査の過程、結果について、毎戸配布・ホームページでお知らせするとともに、地元地域

を対象とした説明会及び全市民を対象とした説明会をそれぞれ開くこととする。 

なお、説明会の会場や日時等の詳細については、決定次第別途案内する。 

 

上記の精査に基づき、「安中市役所庁舎・防災拠点センター建設基本構想」を見直す

こととする。 
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新庁舎の立地についての検討資料

【まとめ】　　◎・○・△で比較

現在地 旧安中高校跡地 その他の場所

○又は△ ○ △

◎ ○ △

△ ◎ ◎

△ ○ ◎

【詳細比較】
　○=メリット　　●=デメリット

現在地 旧安中高校跡地 その他の場所

法令
制限

●　第１種住居地域のため、用途地域
の変更が必要。１年程度以上の期間が
かかる。
（代替手段としての既存不適格建築物
の制限緩和は建築できる面積に制限が
あり、特定行政庁の特別許可は下りる確
約はない。）

●　埋蔵文化財包蔵地であり、最長で
発掘調査に６か月程度必要。（敷地内・
旧安中高校跡地にプレハブ庁舎を建設
する場合はさらに３か月程度必要の可
能性）（ただし、試掘で文化財が出なけ
れば短期間で終わる。）

〇　第２種住居地域のため、容積率など
用途制限はクリアできる。

●　埋蔵文化財包蔵地であり、最長で
発掘調査に６か月程度必要。（ただし、
試掘で文化財が出なければ短期間で終
わる。）

●　新たに用途地域の設定が必要な可
能性がある。

〇　文化財発掘調査が試掘のみで済む
可能性がある。

工事

●　狭い空間で営業しながら、工事・作
業するため、工数、調整が多くなり、更
地と比較すると時間がかかる。

●　仮設庁舎の整備や旧・中庁舎の解
体に工期が必要。

○　整備規模が小さいことでの、工期短
縮が可能。

○　既存不適格建築物の制限緩和の
場合は合併特例債の活用期限に間に
合う想定（ただし一切の猶予はない）

●用途地域変更の場合は合併特例債
の活用期限には間に合わせるのは困
難。

〇　更地に着工するため、本体工事がし
やすくスムーズな工程が立てられる。

●　校舎（体育館・格技場も必要により）
の解体に工期が必要。

〇　合併特例債の活用期限に間に合う
想定（ただし一切の猶予はない）

〇　更地に着工する場合は、本体工事
がしやすくスムーズな工程が立てられ
る。

●　旧・中庁舎を耐震改修する場合、仮
設庁舎整備や改修に工期が必要。

●　別途に用地交渉・取得、アクセス道
路整備などのスケジュールが必要な場
合は、所要期間の見込みが立たない。

●　合併特例債の活用期限には確実に
間に合わない。

費用

〇　3,800㎡(中庁舎・旧庁舎相当の延
床面積のみ)のとき、本体工事費は20億
円程度。既存の新庁舎部分・保健セン
ターを継続利用することで、建設コスト削
減可能。
　※㎡単価525千円で計算

●　引越が2回発生(1回あたり1,500万
円～2,500万円)。管理コスト(引越しに
伴う市民・関係者への案内、業務支障)
の考慮も必要。
※旧・中庁舎の南側に建設し、仮設庁
舎を作らない案は、工事期間を含めた
駐車場の不足、完成後の利便性の低下
から現実的でない。

●　仮設庁舎の整備費用がかかる（プレ
ハブの場合は５億円程度。松井田庁
舎、廃校校舎（南中、九十九小）などに
移転する場合はシステム構築費用等が
発生する）。※旧安中高校は更に耐震
補強と設備更新、リフォームが必要で高
額となる。

●　9,000㎡(中庁舎・旧庁舎・新庁舎・
保健センター・産業環境部・教育委員会
の集約等を想定)のとき、本体工事費は
47億円程度。
　※㎡単価525千円で計算

〇　仮設庁舎の整備費用が不要。引越
し費用が少なく済み、管理コストの考慮
がいらない。

●　建設費は9,000㎡のとき、本体工事
費は47億円程度。
　※㎡単価525千円で計算

●　新たな土地取得費用や造成費用が
必要な場合がある。

●　完成まで長期となるので現庁舎を耐
震改修し使用する場合に、耐震改修費
や老朽箇所の更新など追加コストが発
生。

●　耐震改修する場合に引越費用がか
かる。

●　耐震改修する場合に仮設庁舎の整
備費用がかかる。

財源

○　おおむね基金のみで建設することが
可能。

●　起債(借金)が必要となる。 ●　起債(借金)が必要となる、又は高額
なので新たな財源（官民連携）の検討な
ど長期間での検討となる。

経済面

スケジュール
面

まちづくりの面

スケジュール面

経済面

機能面
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現在地 旧安中高校跡地 その他の場所

建物
外部

●　敷地内での駐車場の広大化や市民
広場や防災広場の確保は不可能、更に
狭くなる。(ただし旧安中高校を広場にで
きる)

〇　狭小が課題となっている駐車場の広
大化が可能である。

〇　狭小が課題となっている駐車場の広
大化ができる可能性がある。

市役所
機能

●　既存の新庁舎部分をそのまま活用
するため、本格的なオープンフロアオフィ
スは実現できず、ワンフロアで市民対応
サービスを完結させることは困難。

〇　間仕切りのないオープンフロアオフィ
スが実現でき市民動線がわかりやすく、
各種手続きがコンパクトに完結する。

〇　あらゆる部署が一つの建物に完結
することで、業務効率化や市民の利便
性が高まる（支所機能は松井田庁舎に
残す）。

〇　左に同じ

まちづくり
の面

将来性

●　現在地は西毛広幹道に接しており、
今後交通量の増加が期待される。現在
地は市役所よりも集客施設を建設する
に相応しい場所となる可能性がある。

●　敷地周辺に空きスペースが少ない
面では、中長期的な人口減少対策・移
住促進策に対する効果は限定的。

〇　旧安中高校に市役所を立地させる
ことで、西毛広幹道に接するため、交通
量増加が期待される現在地は、集客施
設の立地として活用することができる。ま
た、旧安中高校は、西毛広幹道から距
離があるため、高齢者や子ども連れ等
多様な来訪者を考慮した時に安全な立
地と言える。

●　敷地周辺に空きスペースが少ない
面では、中長期的な人口減少対策・移
住促進策に対する効果は限定的。

〇　新たな場所を確保し、新庁舎の周
辺への多数の住宅整備や(信越線沿線
であれば)新駅設置等、中長期的に人
口減少対策・移住促進策に寄与するま
ちづくりが可能である。

◎比較項目以外（費用面）

１　解体費用は、どの立地になっても、旧庁舎・中庁舎・旧安中高校校舎を解体する限り、遅かれ早かれ同程度発生する。

２　外構費用などは、旧安中高校跡地を庁舎以外（公園・広場など）でも利活用するなら、遅かれ早かれ同程度発生する。

機能面　
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和
4
年
度

5
年
度

6
年
度

7
年
度

8
年
度

9
年
度

2
0
2
5
年

業
者
選
定

4
か
月

建
設
工
事

2
1
か
月

住
民
説
明
・
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
・
市
都
市
計
画
審
議
会
・
公
示

基
本
計
画 基
本
設
計
・
実
施
設
計

1
9
か
月

業
者
選
定

6
か
月

建
設
工
事

2
1
か
月

業
者
選
定

4
か
月

建
設
工
事

2
1
か
月

基
本
設
計
・
実
施
設
計

1
8
か
月

基
本
計
画
・
基
本
設
計
・
実
施
設
計

業
者
選
定

4
か
月

基
本
計
画
・
基
本
設
計
・
実
施
設
計

建
設
工
事

1
8
か
月

建
設
候
補
地
の
選
定

期
間
は
現
時
点
で
は
不
明

仮
設
庁
舎
関
連
（
予
算
確
保
・
設
計
・
工
事
）
、
引
越
し
、
現
庁
舎
解
体
ほ
か
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新庁舎建設事業費の試算

建設パターン

区　分 内　容 延床面積(㎡)

①旧安中高校跡地
（旧基本構想）

【合併特例債】旧基本構想に基づく想定（体育館・格技場解体） 9,000

②旧安中高校跡地
【合併特例債】防災学習スペース・多目的スペース・テナントを削
減、体育館・格技場は解体しない

8,800

③旧安中高校跡地
【合併特例債】松井田庁舎に教育委員会を配置し、②から更にコン
パクト化

8,050

④旧安中高校跡地
【合併特例債】谷津庁舎2Fとクリーンセンターに産業環境部を配置
し、②から更にコンパクト化

8,000

⑤旧安中高校跡地
【合併特例債】松井田庁舎とクリーンセンターに産業環境部を配置
し、②から更にコンパクト化

8,000

⑥旧安中高校跡地
【合併特例債】谷津庁舎2Fとクリーンセンターに産業環境部を、松
井田庁舎に教育委員会を配置し、②から更にコンパクト化

7,350

⑦旧安中高校跡地
【合併特例債】松井田庁舎とクリーンセンターに産業環境部を、松
井田庁舎に教育委員会を配置し、②から更にコンパクト化

7,350

⑧旧安中高校跡地
【合併特例債】電子化やペーパーレス化など事務の効率化を図り、
⑥⑦から更にコンパクト化

7,200

⑨旧安中高校跡地 ①旧安中高校跡地の合併特例債を起債しないパターン 9,000

⑩旧安中高校跡地 ②旧安中高校跡地の合併特例債を起債しないパターン 8,800

⑪旧安中高校跡地 ③旧安中高校跡地の合併特例債を起債しないパターン 8,050

⑫旧安中高校跡地 ④旧安中高校跡地の合併特例債を起債しないパターン 8,000

⑬旧安中高校跡地 ⑤旧安中高校跡地の合併特例債を起債しないパターン 8,000

⑭旧安中高校跡地 ⑥旧安中高校跡地の合併特例債を起債しないパターン 7,350

⑮旧安中高校跡地 ⑦旧安中高校跡地の合併特例債を起債しないパターン 7,350

⑯旧安中高校跡地 ⑧旧安中高校跡地の合併特例債を起債しないパターン 7,200

⑰現在地
【合併特例債】旧庁舎、中庁舎を現建設地に建替え（新庁舎部分、
保健センターを残し、西庁舎を解体）

3,800

⑱現在地
【合併特例債】旧庁舎、中庁舎を現駐車場に建替え（新庁舎部分、
保健センターを残し、西庁舎を解体）

3,800

⑲現在地 ⑰現在地の合併特例債を起債しないパターン 3,800

⑳現在地 ⑱現在地の合併特例債を起債しないパターン 3,800

㉑現在地
現在地の用途変更後に旧庁舎、中庁舎、保健センターを建て替える
パターン

7,000

㉒現在地 現在地の用途変更後に旧庁舎、中庁舎を建て替えるパターン 6,200

※事業費を比較しやすくするため、旧基本構想を最上段にし、関連する建設パターンを続けて記載した。

※現在地（⑰～㉒）の延床面積は、新たに建設する庁舎のみの面積。
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財源内訳と事業費内訳 （単位：億円）

合併特例債 一般単独債 基金 一般財源 本体工事 解体等工事 設計等委託 用地･発掘他 実質負担額 基金残額

①旧安高(旧基本構想) 60.5 30.0 3.5 25.2 1.8 47.3 5.7 3.8 3.7 28.9

②旧安高 58.6 30.0 2.1 25.2 1.4 46.2 4.9 3.8 3.7 27.0

旧基本構想との比較 △1.9 △1.4 △0.5 △1.1 △0.7 △0.1 △1.9

③旧安高 54.5 30.0 23.8 0.7 42.3 4.9 3.6 3.7 23.8

旧基本構想との比較 △6.0 △3.5 △1.4 △1.2 △5.0 △0.7 △0.2 △5.1

④旧安高 54.2 30.0 23.6 0.7 42.0 4.9 3.6 3.7 23.7

旧基本構想との比較 △6.3 △3.5 △1.6 △1.2 △5.3 △0.7 △0.3 △5.2

⑤旧安高 54.2 30.0 23.6 0.7 42.0 4.9 3.6 3.7 23.7

旧基本構想との比較 △6.3 △3.5 △1.6 △1.2 △5.3 △0.7 △0.3 △5.2

⑥旧安高 50.7 30.0 20.0 0.7 38.6 4.9 3.4 3.7 22.5

旧基本構想との比較 △9.8 △3.5 △5.2 △1.2 △8.7 △0.7 △0.4 △6.4

⑦旧安高 50.7 30.0 20.0 0.7 38.6 4.9 3.4 3.7 22.5

旧基本構想との比較 △9.8 △3.5 △5.2 △1.2 △8.7 △0.7 △0.4 △6.4

⑧旧安高 49.8 30.0 19.2 0.7 37.8 4.9 3.4 3.7 22.2

旧基本構想との比較 △10.7 △3.5 △6.0 △1.2 △9.5 △0.7 △0.5 △6.7

⑨旧安高 60.5 26.0 25.2 9.3 47.3 5.7 3.8 3.7 49.9

旧基本構想との比較 △30.0 22.5 7.5 21.0

⑩旧安高 58.6 24.6 25.2 8.9 46.2 4.9 3.8 3.7 48.0

旧基本構想との比較 △1.9 △30.0 21.1 7.0 △1.1 △0.7 △0.1 19.1

⑪旧安高 54.5 21.5 25.2 7.8 42.3 4.9 3.6 3.7 43.9

旧基本構想との比較 △6.0 △30.0 18.0 6.0 △5.0 △0.7 △0.2 15.0

⑫旧安高 54.2 21.3 25.2 7.8 42.0 4.9 3.6 3.7 43.6

旧基本構想との比較 △6.3 △30.0 17.8 5.9 △5.3 △0.7 △0.3 14.7

⑬旧安高 54.2 21.3 25.2 7.8 42.0 4.9 3.6 3.7 43.6

旧基本構想との比較 △6.3 △30.0 17.8 5.9 △5.3 △0.7 △0.3 14.7

⑭旧安高 50.7 18.6 25.2 6.9 38.6 4.9 3.4 3.7 40.0

旧基本構想との比較 △9.8 △30.0 15.1 5.0 △8.7 △0.7 △0.4 11.2

⑮旧安高 50.7 18.6 25.2 6.9 38.6 4.9 3.4 3.7 40.0

旧基本構想との比較 △9.8 △30.0 15.1 5.0 △8.7 △0.7 △0.4 11.2

⑯旧安高 49.8 18.0 25.2 6.7 37.8 4.9 3.4 3.7 39.2

旧基本構想との比較 △10.7 △30.0 14.5 4.8 △9.5 △0.7 △0.5 10.3

⑰現在地 30.2 19.0 10.6 0.7 20.0 2.5 2.2 5.6 16.0

旧基本構想との比較 △30.3 △11.0 △3.5 △14.6 △1.2 △27.3 △3.2 △1.6 1.8 △12.8

⑱現在地 25.7 19.0 6.1 0.7 20.0 2.5 2.2 1.1 12.4

旧基本構想との比較 △34.8 △11.0 △3.5 △19.1 △1.2 △27.3 △3.2 △1.6 △2.7 △16.4

⑲現在地 30.2 3.3 25.2 1.8 20.0 2.5 2.2 5.6 19.6

旧基本構想との比較 △30.3 △30.0 △0.2 △0.1 △27.3 △3.2 △1.6 1.8 △9.3

⑳現在地 25.7 25.0 0.7 20.0 2.5 2.2 1.1 15.2

旧基本構想との比較 △34.8 △30.0 △3.5 △0.2 △1.2 △27.3 △3.2 △1.6 △2.7 △13.7

㉑現在地 43.8 13.5 25.2 5.2 36.8 3.0 3.0 1.1 33.2

旧基本構想との比較 △16.7 △30.0 10.0 3.3 △10.5 △2.7 △0.8 △2.7 4.3

㉒現在地 38.9 9.8 25.2 3.9 32.6 2.5 2.8 1.1 28.3

旧基本構想との比較 △21.6 △30.0 6.3 2.1 △14.7 △3.2 △1.0 △2.7 △0.6

※表示単位未満四捨五入のため合計等が一致しない場合がある。

※参考欄の「実質負担額」は、合併特例債及び地域振興基金に対する普通交付税措置額を除いた金額とした。

14.6

19.1

パターン 総事業費
財源内訳 事業費内訳 参考

5.2

1.4

1.6

1.6

5.2

6.0

0.2
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